
 

 

 

 

 

平成２９年度 香南市国民健康保険特別会計予算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 第 ２７ 号 



平成２９年度 香南市国民健康保険特別会計予算 
 

 
  平成２９年度香南市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 

（歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，３７９，６５３千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 
 債務負担行為」による。 
 

  （一時借入金） 
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、９００，０００千円と定める。 
 

  （歳出予算の流用） 
第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の 
とおりと定める。 

  （１） 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 
 
      平成２９年２月２３日 提出 
 
                                  香南市長 清 藤 真 司 











第 2 表　　債務負担行為
（単位：千円）

1,300コンビニ収納代行委託業務 平成29年度～平成32年度

限度額事項 期間
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総　　括

職員数

（人） 給  料 職員手当 計

6 7,076 21,209 14,695 35,904 42,399

6 8,047 18,587 12,709 31,296 36,785

0 △ 971 2,622 1,986 4,608 5,614
区　分 扶　養 期　末 勤　勉 管理職 通　勤 時間外 退　職

職員手当 本年度 78 4,836 2,846 0 74 1,697 4,030
の 状 況 前年度 216 4,168 2,264 0 124 1,859 3,532

比　較 △ 138 668 582 0 △ 50 △ 162 498

区分

級

29年2月1日 ６級

現　　在 ５級

４級

28年2月1日 ３級

現　　在 ２級

１級

計

給   与   費   明   細   書    

（単位：千円）

区　　　分 報  酬
給　　　与　　　費

共済費 合　　計 備　　　　　考

本　年　度 6,495
前　年　度 5,489
比　　　較 1,006

住　宅

1,134

546

588

職員１人当りの給与 級別職員数（人）

一　　般　　行　　政　　職 一　　般　　行　　政　 職

平均給料月額（円） 301,150 29年2月1日現在 28年2月1日現在

平均給与月額（円） 329,591
平　均　年　齢 39歳4月 1 1

平均給料月額（円） 253,475 1
平均給与月額（円） 290,685 1 1

平　均　年　齢 34歳4月

1 2

4 4
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

コンビニ収納代行委託業務 1,300 － 0
平成29年度

～
平成32年度

1,300 0 0 0 1,300

事　　　　　項 限 度 額

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特 定 財 源
一般財源


